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指定都市とは



地⽅⾃治体の主な種類
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普通地⽅公共団体

特別地⽅公共団体 …

都道府県

特 別 区

指定都市

中 核 市

その他の市

町

村

※⼤都市の⼀体性及び統⼀性の確保の観点から導⼊されている制度

要件︓⼈⼝50万以上の市のうちから
政令で指定

要件︓⼈⼝20万以上の市の申出に
基づき政令で指定

要件︓⼈⼝5万以上

市 町 村
（４７）

（１、７１８）

（２０）

（５８）

（７１２）

（７４５）

（１８３）

（２３）

（カッコ内はそれぞれの⾃治体数）

（2020年４⽉１⽇現在）



地⽅⾃治体の主な役割分担の現状
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神⼾市は指定都市として、他の⾃治体に⽐べて多くの事務を⾏っています

出所︓地⽅公共団体が担う主な事務（総務省）

神⼾市が担う事務

【地⽅⾃治体が担う主な事務】



指定都市の特徴
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①他の⾃治体と⽐べ多くの⼈が住んでいます
（法律上の要件︓政令で指定する⼈⼝50万以上※の市）
※実態としては、⼈⼝100万⼈以上か近い将来にこれを超える⾒込みのある
⼈⼝80万⼈以上の市（市町村合併によるものは⼈⼝70万⼈程度）

②他の⾃治体と⽐べ多くの事務を担っています
（道府県が⾏う⼀部の事務を指定都市が担っています）

→指定都市独⾃の課題が存在



指定都市が抱える課題
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１．制度上の課題
・現状に⾒合わない制度

２．社会情勢の課題
・東京⼀極集中
・⼈⼝減少、少⼦⾼齢化社会への突⼊

３．財政上の課題
・⼤都市ならではの財政需要
（社会資本の⽼朽化対策など）

・不⼗分な税制上の措置



5

１．制度上の課題
指定都市が抱える



【制度上の課題①】
制度創設から60年以上経過した今でも制度の基本的枠組みは変わっていません

→地⽅分権改⾰の推進や市町村合併等により、都道府県と市町村の役割は⼤きく
変化しており、現在直⾯している問題に⼗分対応できる制度となっていません

１．制度上の課題①

【 政令指定都市制度とは 】
・1956年（昭和31年）の地⽅⾃治法改正により暫定的に創設
・「⼀般市（⼈⼝５万⼈以上）」制度の原則をそのまま適⽤したうえ
で、「特例」として道府県の権限の⼀部を指定都市の権限に付加

1956年（昭和31年） 現在

都道府県数 ４６ ４７

市町村数 4,668
（市495、町1,870、村2,303）

1,718
（市792、町743、村183）

＜参考︓都道府県及び市町村数の推移＞
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１．制度上の課題②

7

【制度上の課題②】
⼤都市の位置づけや役割が不明確なため、特例的、部分的で総合性、⼀体性を
⽋いた事務配分（道府県との⼆重⾏政の発⽣）となっています

→指定都市は⾼い⾏政機能を有しているにも関わらず、権限、税財源が⼀元化さ
れていないため、⾏政サービスが⾮効率となっています

道府県

⾏政サービス
≪類似の⾏政サービスの例≫
・企業誘致、企業活性化施策
・公営住宅
・福祉・教育サービスの提供

など

市 ⺠

指定都市
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２．社会情勢の課題
指定都市が抱える
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○各指定都市の東京圏への転出⼊状況（2019年）

２．社会情勢の課題（東京⼀極集中①）
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東京圏を除く
全ての指定都市で

転出超過が発⽣しています
※東京圏︓埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県
※数値は東京圏から各指定都市へ転⼊した⼈数から、各指定都市から東京圏へ
転出した⼈数を差し引いた数

出所︓住⺠基本台帳⼈⼝移動報告（2019年結果）より作成（⼈）
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○市⺠⼀⼈あたりの貯⾦(基⾦残⾼)・借⾦(地⽅債残⾼)
（H29決算）

２．社会情勢の課題（東京⼀極集中②）
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⼀⼈当たり地⽅債残⾼（円）

⼀⼈当たり基⾦残⾼（円）

指定都市

特別区 （H29︓198,800）

（H29:52,900） （H29︓657,700）

（H29︓37,900）

約１/５

約12倍

指定都市は特別区と⽐べて
１/５の貯⾦しかありません
が、12倍の借⾦があります

→特別区と指定都市では財政
⼒に⼤きな違いがあります

出所︓住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査（総務省）、
平成29年度市町村別決算状況調（総務省）より作成

（東京23区）
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○⽇本の⼈⼝推移

２．社会情勢の課題（⼈⼝減少、少⼦⾼齢化①）

（万⼈）

出所︓⾃治体戦略2040構想研究会 第１回資料（総務省）

（％）

⽇本では2008年をピークに
⼈⼝が減少に転じています
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○神⼾市の将来推計⼈⼝（2015年→2045年）
【⼈⼝推移】
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２．社会情勢の課題（⼈⼝減少、少⼦⾼齢化②）

（万⼈）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

0〜14歳 12.1% 11.5% 10.8% 10.3% 9.9% 9.8% 9.7%

15〜64歳 60.8% 58.9% 58.1% 57.0% 55.2% 52.2% 50.6%

65歳以上 27.1% 29.6% 31.1% 32.7% 34.8% 38.0% 39.7%

【構成⽐推移】

神⼾市も⼈⼝が減
少し、⾼齢者の増
加が進⾏します

出所︓⽇本の地域別将来推計⼈⼝（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所）より作成
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２．社会情勢の課題（⼈⼝減少、少⼦⾼齢化③）

約４倍

出所︓⾃治体戦略2040構想研究会 第８回資料（総務省）

【今後の⼈⼝推移が財政に与える影響】

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化によ
り⽣じる課題へ対応してい
かなければなりません
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３．財政上の課題
指定都市が抱える
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３．財政上の課題（⼤都市ならではの財政需要）

約４倍
2018年3⽉ 2023年3⽉ 2033年3⽉

道路橋
［約７３万橋※１（橋⻑２ｍ以上の橋）］

約25％ 約39％ 約63％

河川管理施設（⽔⾨等）
［約１万施設※２］

約32％ 約42％ 約62％

下⽔道管きょ
［総延⻑︓約４７万ｋｍ※３］

約４％ 約８％ 約21％

港湾岸壁
［約５千施設※４（⽔深－４．５ｍ以深）］

約17％ 約32％ 約58％

【建設後50年以上経過する社会資本の割合】

※ １ 建 設 年 度 不 明 橋 梁 の 約 2 3 万 橋 に つ い て は 、 割 合 の 算 出 に あ た り 除 い て い る 。
※ ２ 国 管 理 の 施 設 の み 。 建 設 年 度 が 不 明 な 約 1 、 0 0 施 設 を 含 む 。 （ 5 0 年 以 内 に 整 備 さ れ た 施 設 に つ い て は 概 ね 記 録 が 存 在 し て い る こ と か ら 、

建 設 年 度 が 不 明 な 施 設 は 約 5 0 年 以 上 経 過 し た 施 設 と し て 整 理 し て い る 。 ）
※ ３ 建 設 年 度 が 不 明 な 約 2 万 ｋ ｍ を 含 む 。 （ 3 0 年 以 内 に 布 設 さ れ た 管 き ょ に つ い て は 概 ね 記 録 が 存 在 し て い る こ と か ら 、 建 設 年 度 が 不 明 な 施 設 は

約 3 0 年 以 上 経 過 し た 施 設 と し て 整 理 し 、 記 録 が 確 認 で き る 経 過 年 数 毎 の 整 備 延 ⻑ 割 合 に よ り 不 明 な 施 設 の 整 備 延 ⻑ を 按 分 し 、 計 上 し て い る 。 ）
※ ４ 建 設 年 度 不 明 岸 壁 の 約 1 0 0 施 設 に つ い て は 、 割 合 の 算 出 に あ た り 除 い て い る 。

【⼟⽊費にかかる⼈⼝１⼈あたり歳出額（H29）】

⾼次な都市機能を有する
指定都市は⼀般市に⽐べ
整備に係る費⽤が⼤きい

→今後⽼朽化に伴い社会資
本の更新需要が増⼤する
ため、更に多くの費⽤が
必要となります（⼀般市＝１）

出所︓インフラメンテナンス情報HP（国⼟交通省）より作成

出所︓平成29年度 市町村別決算状況調（総務省）より作成

15.99
14.80

32.51
25.46

７.09
4.47

1.70
1.24

3.42
0.47

※グラフ内の数値︓⼈⼝１⼈あたり歳出額（千円）
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３．財政上の課題（不⼗分な税制上の措置）

約４倍

○⼤都市特例事務に係る税制上の措置不⾜額

道府県に代わって負担している
⼤都市特例事務に係る経費
（特例経費⼀般財源等所要額）

左の経費に対する
税制上の措置

約3,800億円
＜地⽅⾃治法に基づくもの＞
・児童福祉 ・⺠⽣委員
・⾝体障害者福祉 等
＜個別法に基づくもの＞

・⼟⽊出張所 ・衛⽣研究所
・定時制⾼校⼈件費
・国・道府県道の管理 等

約2,300億円
税制上の
措置不⾜額

約1,500億円
税制上の措置済額

指定都市は⼀般の事務に加え、道府県の⼀部の事務を
担っていますが、税制上の措置が不⼗分となっています

出所︓令和2年度「⼤都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望

※指定都市全市の令和元年度に基づく概算
※県費負担教職員の給与負担に係る経費を含まない
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「特別⾃治市」
制度の法制化

指定都市が抱える課題を
解決するには



「特別⾃治市」とは
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国

神
⼾
市

兵 庫 県

市 町

国

神
⼾
市

兵 庫 県

市 町

【指定都市制度（現⾏）】 【特別⾃治市】

＜概要＞
①県の事務を含め、国以外の事務は原則としてすべて特別⾃治市が担います
②県税を含め、すべての地⽅税を徴収することで、その役割に⾒合った税財政
制度を構築します

（現状は、市域内で神⼾市と兵庫県がそれぞれ税⾦を徴収しています）
③特別区として新たな地⽅⾃治体をつくるのではなく、市は存続させたまま、
⾏政区の強みを⽣かした⾏政運営を⾏います



制度のアンバランス
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国

指
定
都
市

道 府 県

市 町

兵 庫 県【指定都市制度（現⾏）】

【特別⾃治市】※未制度化
国

特
別⾃治

市

道 府 県

市 町

国

特
別
区

道 府 県

市 町
特
別
区

特
別
区

特
別
区

【特別区(⼤都市地域特別区設置法)】※制度化済

市としてそのまま存続し、道府県の事務・
権限および税財源を移譲

市を廃⽌し、新たに独⽴した⾃治体として
特別区を分割設置



「特別⾃治市」になると①
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様々な施策を、総合的に展開します︕

法令等による規制
⾏政サービスの基準設定 など

まちづくり

福祉
医療

教育

防災

経済

環境

特別⾃治市

国

道
府
県

市

医療計画・病院設置許可
旅券（パスポート）
警察
職業訓練、紹介 など
児童相談所
道路管理
⽣活保護
消防
⼀般廃棄物の処理 など

≪現⾏≫
国、道府県、市による「縦割り⾏政」 特別⾃治市により、⾏政分野の

連携が可能になります︕

≪特別⾃治市移⾏後≫

都市計画
公営住宅
福祉サービス など



「特別⾃治市」になると②
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（例えば…）
産業・雇⽤政策を展開し、神⼾経済が活性化します︕

地場産業の活性化
新たな産業の育成

官⺠連携と⼀体的
な施策展開が必要

国

県

市

就労施策
（ハローワーク）

税制⾯から
の⽀援

ハード整備
産業育成

施策の実施

産業の活性化
企業の集積

課題の整理

計画の
策定

市⺠の意⾒

特別⾃治市

企業集積が進み、
神⼾の経済が
活性化しそう︕

≪現⾏の産業・雇⽤施策≫ ≪特別⾃治市移⾏後≫



「特別⾃治市」になると③
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・⾏政サービスが向上します
神⼾市の権限と財源に基づき、神⼾市の責任に
おいて、神⼾市⺠のニーズに沿った⾏政サービ
スを提供することが可能となります
→「神⼾市のことは神⼾市⺠が決める」ことが可能になります

・⼆重⾏政が解消されます
現⾏制度上、役割が不明確となっている神⼾市と
兵庫県の事務・権限を特別⾃治市に⼀元化するこ
とにより、⼆重⾏政が解消します
→東京⼀極集中や⼈⼝減少、少⼦⾼齢化社会に対する政策など
を遂⾏するにあたり、迅速な意思決定が可能になります

（そのほかにも…）



「特別⾃治市」に近づけるための取組み
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現⾏制度においても、「特別⾃治市」に近づけるため、
神⼾市への事務・権限の移譲を進めています
【事例︓災害対応法制の⾒直し】※H31.４施⾏

兵 庫 県

神 ⼾ 市
神 ⼾ 市
（救助実施市に指定）

＜法改正前＞ ＜法改正後＞

避難所の設置
応急仮設住宅の供与 等

兵庫県知事による調整

⼤規模災害において、神⼾市が⾃らの事務として迅速に
被災者の⽀援を⾏うことが可能になります



(参考)地⽅⾃治をめぐる国の動向
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【特別市（仮称）を検討する意義】
・特別市（仮称）は、全ての都道府県、市町村の事務を処理することから、その
区域内においてはいわゆる「⼆重⾏政」が完全に解消され、今後の⼤都市地域
における⾼齢化や社会資本の⽼朽化に備えた効率的・効果的な⾏政体制の整備
に資する

・⼤規模な都市が⽇本全体の経済発展を⽀えるため、⼀元的な⾏政権限を獲得し、
政策選択の⾃由度が⾼まる

【当⾯の対応】
・まずは、都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進め、
実質的に特別市（仮称）に近づけることを⽬指す

・特別市（仮称）という新たな⼤都市のカテゴリーを創設する場合の様々な
課題については、引き続き検討を進めていく必要がある

○第30次地⽅制度調査会答申（平成25年６⽉）

→「特別⾃治市」の意義については、国の諮問
機関においても明確に認められています


